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一
、
は
じ
め
に

　
近
年
中
国
東
北
地
域
、
い
わ
ゆ
る
「
満
洲
」
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
が
、
人
々
の
関
心
は
ほ
と
ん
ど
「
満
洲
国
」
時
代

に
集
中
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。「
満
洲
国
」
に
関
す
る
史
実
の
解
明
が
、
特
に
そ
の
建
設
に
深
く
関
わ
っ
た
国
の
国
民
に
と
っ
て
重

大
な
責
務
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
「
満
洲
国
」
時
代
が
、
東
北
地
域
の
従
来
の
歴
史
や
文
化
の
営
み
か
ら
完
全
に
切
り

取
ら
れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。

　「
満
洲
国
」
建
設
以
前
の
東
北
地
域
研
究
の
遅
れ
に
は
、
東
北
地
域
の
特
殊
性
が
関
係
し
て
い
る
。
小
峰
和
夫
は
、
東
北
地
域
は
従
来

ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
狩
猟
民
族
が
土
着
し
、「
伝
統
的
な
満
洲
の
社
会
や
風
土
を
形
成
し
て
い
た
の
は
、
農
耕
民
族
や
農
業
で
は
な
か
っ
た
」

と
い
い
、
従
来
の
研
究
が
そ
の
こ
と
に
十
分
留
意
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

）
1
（

。
そ
の
よ
う
な
土
地
に
生
ま
れ
た
文
学
に
つ

い
て
も
こ
れ
ま
で
人
々
の
関
心
は
薄
く
、
今
世
紀
に
入
っ
て
漸
く
『
黒
龍
江
文
学
通
史
』（
以
後
『
通
史

）
2
（

』
） 

が
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
。『
通

史
』
に
よ
れ
ば
、
当
該
地
域
に
は
も
と
も
と
各
民
族
固
有
の
伝
承
文
学
が
あ
っ
た
が
、
特
に
明
代
以
降
は
主
と
し
て
「
関
内
」
か
ら
当
地
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に
流
入
し
て
き
た
漢
族
を
中
心
と
す
る
「
移
民
」
に
よ
る
文
学
活
動
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
満
洲
族
が
「
関
内
」
に
進
出
し
て
清

を
建
て
て
以
降
、
清
は
多
く
の
漢
族
が
流
入
し
て
父
祖
の
地
を
荒
ら
す
こ
と
、
ま
た
満
洲
族
が
漢
族
に
同
化
し
て
い
く
こ
と
を
恐
れ
、
封

禁
政
策
を
採
る
。
小
峰
は
封
禁
政
策
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
東
北
の
移
民
を
、（
一
）
直
隷
省
及
び
山
東
省
出
身
者
を
中
心
と
す
る
農
業

移
民
、（
二
）
直
隷
省
や
山
西
省
出
身
者
を
中
心
と
す
る
商
人
、（
三
）
野
生
人
参
や
砂
金
を
狙
っ
て
流
れ
込
む
無
法
者
に
分
け
て
い
る
が
、

こ
れ
以
外
の
流
入
者
と
し
て
流
刑
者
が
い
た
。『
通
史
』
は
、
こ
れ
ら
の
流
刑
者
の
う
ち
多
く
は
い
わ
れ
の
な
い
罪
に
問
わ
れ
た
文
人
や

官
吏
で
、
彼
ら
は
自
身
の
悲
憤
慷
慨
を
詩
文
に
託
し
た
と
い
う
。
小
峰
は
、｢

移
住
者｣

に
よ
っ
て

｢

満
洲｣

と

｢

中
華｣

の
境
は
不
明

瞭
に
な
り
、｢

満
洲
は
中
華
に
た
い
し
て
『
前
期
的
植
民
地
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
地
位｣

に
立
っ
た

）
3
（

、
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
「
移

住
者
」
の
中
に
は
当
然
流
罪
に
遭
っ
た
文
人
及
び
官
吏
も
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
彼
ら
が
近
世
に
お
け
る
東
北
地
域
の
文
学
活

動
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

）
4
（

。
東
北
が

｢

前
期
的
植
民
地｣

と
な
っ
た
そ
の
頃
、
更
に
北
か
ら
は
ロ
シ
ア
人
が
、
南
か
ら
は

日
本
人
が
流
入
し
て
き
た
。
彼
ら
も
ま
た
自
身
の
歴
史
を
背
負
い
、
自
身
の
文
化
、
文
学
を
持
ち
込
ん
だ
。
即
ち
中
国
東
北
地
方
は
近
世

以
降
、
長
い
時
間
を
か
け
て
多
種
多
様
な
文
化
の
混
在
、
融
合
、
ま
た
敵
対
を
内
在
さ
せ
、
二
十
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
す
る
頃
、
歴
史
上

に
姿
を
現
し
、
人
々
の
注
目
を
集
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
東
北
地
域
の
近
現
代
を
考
え
る
時
、
特
に
「
満
洲
国
」
の
建
国
に
関
わ
っ
た
人
々
の
末
裔
と
し
て
の
我
々

は
そ
れ
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
満
洲
国
」
は
当
該
地
域
に
暮
ら
す
人
々
か
ら
、
文
化
、
文
学
の
面
に
お
い
て
何
を
奪
っ
た

の
か
、
何
を
変
え
、
ま
た
何
を
変
え
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
変
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
本
稿
は
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
を
得
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
歩
と
し
て
、
本
稿
は
二
十
世
紀
初
期
に
東
北
地
域
で
発
行
さ
れ
た
中
国
語
新
聞
を
取
り
上
げ
る
。
新
聞
を

取
り
上
げ
る
根
拠
は
、『
通
史
』
が
二
十
世
紀
の
東
北
文
学
の
牽
引
者
は
新
聞
文
学
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
お
り
、
ま
た

そ
れ
以
外
の
資
料
の
入
手
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。

東
北
地
域
最
初
の
中
国
語
新
聞
は
、
一
九
〇
六
年
三
月
に
哈
爾
濱
で
ロ
シ
ア
人
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
『
遠
東
報
』
で
あ
る

）
5
（

。
し
か
し
残

念
な
が
ら
『
遠
東
報
』
は
創
刊
号
か
ら
お
よ
そ
四
年
半
近
く
が
欠
号
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
当
初
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
稿
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が
『
盛
京
時
報
』
を
取
り
上
げ
る
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、『
盛
京
時
報
』
は
『
遠
東
報
』
に
半
年
遅
れ
て
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
現

存
す
る
新
聞
資
料
の
中
で
最
も
古
い
号
を
残
し
、
し
か
も
最
も
欠
号
が
少
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
加
え
て
『
通
史
』
が
、
一
九
一
八

年
に
東
北
最
初
の
文
芸
副
刊
「
神
皋
雑
俎

）
6
（

」
を
発
行
し
た
『
盛
京
時
報
』
の
功
績
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。『
通

史
』
は
、
創
刊
者
の
中
島
真
雄
を
「
古
く
か
ら
の
文
化
特
務
」
と
し
な
が
ら
も
、
創
刊
当
初
か
ら
社
説
に
よ
り
「
政
治
維
新
と
白
話
新
聞

の
創
刊
を
叫
」
び
、「
白
話
新
聞
に
よ
っ
て
啓
蒙
を
行
い
、
民
智
を
開
く
こ
と
、
梁
啓
超
の
『
小
説
界
革
命
』
の
理
論
に
よ
り
、
淫
ら
な

演
劇
や
旧
小
説
を
改
良
し
、
小
説
の
社
会
的
作
用
と
社
会
的
地
位
を
主
張
し
た
」
と
す
る
。
筆
者
は
『
盛
京
時
報
』
紙
面
上
で
前
掲
の
『
通

史
』
の
評
価
を
追
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
東
北
の
近
代
小
説
、
ま
た
東
北
の
文
学
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
得
た
の
か
を
考
察
し
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
資
料
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
と
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
『
通
史
』
が
『
盛
京
時
報
』
の
東
北
近
代
文
学
に
お

け
る
大
き
な
功
績
の
一
つ
と
し
て
い
る
「
小
説
」
欄
の
誕
生
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
と
す
る
。

二
、『
盛
京
時
報
』
の
発
行

　『
遠
東
報
』
が
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。『
盛
京
時
報
』
も
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
人
に
よ
っ
て
発

行
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
二
十
世
紀
初
頭
に
新
聞
文
学
を
東
北
に
持
ち
込
ん
だ
の
も
ま
た
、「
移
民
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

実
は
『
遠
東
報
』
以
前
、「
北
満
」
で
は
既
に
い
く
つ
か
の
外
国
語
新
聞
が
発
行
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
一
九
〇
一
年
八
月
十
四
日
、

哈
爾
濱
で
最
初
の
ロ
シ
ア
語
の
新
聞
『Х

а
р
б
и
н
с
к
и
й
 л
и
с
т
о
к
 е
ж
е
д
н
е
в
н
ы
х
 т
е
л
е
г
р
а
м
м
 и
 о
б
ъ
я
в
л
е
н
и
й

（
哈
爾
濱
毎
日

電
訊
広
告
報
）
』
が) 7

(

 

、
一
九
〇
三
年
に
は
同
じ
く
哈
爾
濱
で
中
東
鉄
路
商
務
所
に
よ
り
『Х

а
р
б
и
н
с
к
и
й
 в
е
с
т
н
и
к

（
哈
爾
濱
公
報
）
』

が
発
行
さ
れ
て
い
る

）
8
（

。
こ
の
『
哈
爾
濱
公
報
』
が
そ
の
後
中
東
鉄
路
の
機
関
報
と
な
り
、『
哈
爾
濱
新
報
』、
更
に
『
哈
爾
濱
日
報
』
と
改

名
し
、
一
九
〇
六
年
三
月
十
四
日
よ
り
中
国
人
読
者
に
向
け
た
中
国
語
新
聞
『
遠
東
報
』
と
し
て
新
た
に
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
俄

僑
與
黒
龍
江
文
化
』
は
、
一
九
〇
一
年
か
ら
二
六
年
に
か
け
て
哈
爾
濱
で
は
全
部
で
百
四
十
一
種
の
ロ
シ
ア
語
の
雑
誌
が
発
行
さ
れ
て
お

り
、
う
ち
文
学
芸
術
と
関
係
の
あ
る
も
の
は
三
十
四
種
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
一
九
二
〇
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る

）
9
（

。
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こ
れ
に
対
し
「
南
満
」
で
は
日
本
語
の
新
聞
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
東
北
地
区
で
発
刊
さ
れ
た
日
本
人
経
営
の
新
聞
に
関
し
て
は
李
相
哲

『
満
洲
に
お
け
る
日
本
人
経
営
新
聞
の
歴
史

）
10
（

』 

が
詳
し
い
。
李
に
よ
れ
ば
、
東
北
地
区
で
最
も
早
く
発
行
さ
れ
た
日
本
語
新
聞
は
『
満
洲

日
報
』
で
、
後
に
『
盛
京
時
報
』
を
発
行
す
る
中
島
真
雄
に
よ
り
一
九
〇
五
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
二
年
余
、
営
口
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。

中
島
に
つ
い
て
は
李
相
哲
の
前
掲
書
も
詳
し
く
触
れ
て
い
る
が
、
李
の
関
心
は
あ
く
ま
で
も
日
本
語
新
聞
に
あ
り
、
中
島
が
営
口
『
満
洲

日
報
』
の
経
営
か
ら
手
を
引
い
た
（
一
九
〇
七
年
十
月
）
後
、
奉
天
で
中
国
語
新
聞
『
盛
京
時
報
』
を
創
刊
し
た
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
中
島
は
な
ぜ
東
北
で
中
国
語
新
聞
を
発
行
し
よ
う
と
考
え
た
の
か
。『
盛
京
時
報
』
に
先
立
ち
、
彼
は
福
州
で
台
湾
総
督
府
の
資
金
を
得
、

「
一
八
九
二
年
十
二
月
、
中
国
語
の
雑
誌
『
福
報
』（
一
八
八
七
年
創
刊
）
を
買
収
し
、
題
名
を
『
閩
報
』
と
改
め
て
発
行

）
11
（

」、
更
に
北
京

に
行
き
、
当
地
に
新
聞
ら
し
い
新
聞
が
な
い
こ
と
か
ら
、
借
金
を
し
て
一
九
〇
一
年
、
や
は
り
中
国
語
の
日
刊
紙
『
順
天
時
報
』
を
発
行

し
て
い
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
の
新
聞
事
業
は
東
亜
同
文
会
及
び
当
時
の
外
務
省
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
中
島
は
自
伝
『
不

退
庵
の
一
生

）
12
（

』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

当
時
北
京
に
は
外
国
の
新
聞
は
勿
論
支
那
人
の
新
聞
す
ら
な
く
、
名
は
忘
れ
た
が
或
る
日
本
の
浪
人
が
一
度
其
発
刊
を
企
て
た
が
直

ぐ
潰
れ
た
と
云
ふ
事
で
あ
っ
た
。
私
は
此
際
ど
う
し
て
も
北
京
に
新
聞
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
信
じ
曾
て
の
福
州
に
於
け
る
閩
報
の

経
験
を
基
礎
と
し
て
、
此
處
に
新
聞
を
創
刊
す
る
事
に
決
意
し
、
之
を
小
村
（
寿
太
郎
）
公
使
に
相
談
し
た
處
、
公
使
は
全
く
不
同

意
で
「
や
る
の
な
ら
天
津
で
や
り
給
へ
」
と
云
ふ
の
で
あ
っ
た
。
蓋
し
之
迄
北
京
に
新
聞
が
無
か
っ
た
の
は
、
余
り
お
膝
元
過
ぎ
て
、

色
々
な
面
倒
が
起
り
易
く
、
其
都
度
公
使
館
が
困
る
だ
ら
う
と
云
ふ
心
配
ら
し
か
っ
た
。
併
し
私
は
新
聞
を
北
京
に
置
い
て
こ
そ
顕

著
な
る
効
果
が
あ
る
。
天
津
に
は
既
に
咸
報
と
云
ふ
の
が
あ
っ
て
、
拳
匪
の
乱
に
壊
は
さ
れ
て
か
ら
は
、
天
津
日
々
新
聞
と
改
題
し

て
現
に
発
刊
し
て
居
る
際
で
あ
る
か
ら
、
尚
ほ
そ
れ
以
上
に
新
聞
の
必
要
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
是
非
北
京
で
や
り
た
い
と
懇
請
し
た

處
、
公
使
は
「
や
る
な
ら
勝
手
に
や
り
給
へ
だ
が
、
其
代
り
外
務
省
は
援
助
し
な
い
か
ら
」
と
の
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
「
そ

れ
で
は
私
が
自
由
に
や
る
が
、
差
支
な
い
か
」
と
聞
く
と
、「
差
支
な
し
」
と
の
返
事
を
得
た
の
で
、
愈
々
新
聞
発
行
の
決
意
を
し
た

）
13
（

。

そ
の
後
日
露
関
係
が
緊
張
す
る
に
伴
い
、
公
使
館
か
ら
の
要
請
を
得
て
陸
軍
省
や
外
務
省
の
情
報
を
新
聞
電
報
と
し
て
『
順
天
時
報
』
に



五

二
十
世
紀
初
頭
の
中
国
東
北
地
区
に
お
け
る
文
学
状
況
に
つ
い
て

掲
載
し
、
こ
れ
が
日
露
戦
争
に
際
し
て
非
常
に
役
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、『
順
天
時
報
』
は
外
務
省
に
売
却
さ
れ
（
一
九
〇
五
年
）、
中

島
は
そ
の
資
金
を
元
手
に
『
満
洲
日
報
』
を
創
刊
し
て
い
る

）
14
（

。

営
口
『
満
洲
日
報
』
は
「
日
本
文
、
漢
文
、
英
文
の
三
種
の
記
事
を
掲
ぐ
る
」
も
の
で
あ
っ
た

）
15
（

。
該
報
は
一
九
〇
八
年
、「
窪
田
文
三

君
が
営
口
領
事
時
代
に
至
っ
て
、
主
筆
稲
垣
（
伸
太
郎
）
君
と
窪
田
君
と
の
間
に
大
衝
突
を
起
こ
し
た
の
で
、
私
は
満
洲
日
報
を
奉
天
に

移
し
、
盛
京
時
報
社
に
合
併
し
た
が
、
両
者
異
な
り
た
る
建
前
に
あ
る
新
聞
を
一
社
に
存
置
し
て
は
、
第
一
日
支
職
工
の
風
紀
統
制
上
の

困
難
な
る
と
会
計
上
折
角
伸
び
ん
と
す
る
盛
京
時
報
を
圧
迫
す
る
情
勢
あ
る
に
鑑
み
、
竟
に
意
を
決
し
て
満
洲
日
報
を
任
意
廃
刊
し
、
其

記
者
は
そ
れ
ぞ
れ
他
に
転
職
せ
し
め
、
主
筆
稲
垣
君
の
み
盛
京
時
報
に
留
任
せ
し
め
、
特
に
日
本
職
工
は
当
時
満
洲
日
々
新
聞
が
創
立
の

際
で
あ
っ
た
の
で
、
原
口
聞
一
君
を
介
し
て
無
条
件
で
同
社
に
収
容
せ
し
め
た

）
16
（

」。
し
か
し
実
際
に
中
島
が
営
口
『
満
洲
日
報
』
か
ら
手

を
引
い
た
の
は
一
九
〇
七
年
十
月
の
こ
と
で
、『
満
洲
日
報
』
の
刊
行
中
、
既
に
彼
の
頭
の
中
に
は
『
盛
京
時
報
』
発
刊
の
も
く
ろ
み
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る

）
17
（

。『
不
退
庵
の
一
生
』
に
よ
れ
ば
、
中
島
は
一
九
〇
五
年
九
月
、
奉
天
に
児
玉
（
源
太
郎
）
総
参
謀
長
を
訪
ね
、
当
地
に

漢
字
新
聞
、
即
ち
中
国
語
新
聞
を
発
刊
す
る
こ
と
を
提
案
し
、「
頑
強
に
も
新
聞
報
国
を
主
張
」
し
た
が
、
児
玉
は
も
と
も
と
新
聞
事
業

に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
時
は
計
画
は
頓
挫
し
た
。

さ
て
、
中
島
は
東
亜
同
文
会
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
東
亜
同
文
会
成
立
（
一
八
九
八
年
）
後
、
中
島
は
幹
事
と
な
り
、
北

京
な
ど
中
国
の
主
要
五
カ
所
に
置
か
れ
た
支
部
の
う
ち
福
州
を
任
さ
れ
て
い
る

）
18
（

。
翟
新
『
東
亜
同
文
会
と
中
国

）
19
（

』
は
、
東
亜
同
文
会
が
国

家
機
関
と
関
わ
り
の
深
い
団
体
で
、「
国
内
及
び
国
際
政
治
へ
直
接
に
影
響
を
与
え
る
行
動
団
体
で
あ
り
、
政
策
助
言
、
世
論
形
成
、
情

報
収
集
及
び
提
供
と
い
う
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

）
20
（

。
な
お
『
盛
京
時
報
』
と
い
う
名
称
は
、「
曾
て
露
国
が

奉
天
占
領
中
、
盛
京
報
と
云
ふ
露
字
新
聞
を
発
行
し
て
居
た
故
其
名
を
襲
ふ
て
命
題
し
た
も
の

）
21
（

」
で
あ
っ
た
。

三
、「
白
話
」
か
ら
「
小
説
」
へ

『
不
退
庵
の
一
生
』
に
は
、「
創
刊
当
時
の
幹
部
は
一
宮
房
次
郎

）
22
（

、
稲
垣
伸
太
郎
、
辻
岡
三
郎
氏
等
で
、
営
業
部
を
担
当
し
た
の
は
現
社
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長
の
染
谷
保
蔵
氏
で
あ
っ
た
。
尚
ほ
今
の
奉
天
新
聞
社
長
の
佐
藤
善
雄
氏
は
創
業
後
入
社
し
た
と
記
憶
す
る
」
と
あ
る
が
、
奉
天
総
領
事

館
の
「
新
聞
紙
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
」（
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
六
月
二
十
四
日
）
で
は
発
行
人
、
編
集
人
、
社
長
、
主
筆
、
何

れ
も
一
宮
房
次
郎
と
な
っ
て
お
り
、「
裏
面
ノ
操
縦
者
」
及
び
「
重
ナ
ル
出
資
者
」
が
中
島
、「
裏
面
ノ
操
縦
者
」
に
は
「
実
質
上
ノ
社
長

ニ
シ
テ
表
面
其
名
ヲ
出
サ
ザ
ル
モ
ノ
中
島
真
雄
　
外
務
省
ヨ
リ
一
ヶ
年
六
千
円
ヲ
補
助
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
記
者
」
の
欄
に

は
日
本
人
と
し
て
一
宮
、
辻
岡
、
中
島
に
加
え
佐
藤
善
雄
の
名
が
あ
り
、
稲
垣
の
名
は
な
い
。
ま
た
中
国
人
記
者
と
し
て
浙
江
出
身
の
陶

植
齋
、
兪
継
薌
の
名
前
が
あ
る

）
23
（

。
一
方
『
通
史
』
は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

彼
（
中
島
）
は
中
国
資
産
階
級
の
革
命
運
動
を
支
持
し
て
い
た
の
で
、
資
産
階
級
革
命
党
の
徐
鏡
心

）
24
（

を
主
編
に
招
き
、
そ
の
他
の

資
産
階
級
革
命
党
の
人
々
を
編
集
に
当
て
た
。
創
刊
の
当
初
か
ら
連
続
し
て
「
社
説
」
を
発
表
し
、
政
治
維
新
と
白
話
新
聞
の
創

刊
を
叫
ん
だ
。
白
話
新
聞
に
よ
っ
て
啓
蒙
を
行
い
、
民
智
を
開
く
こ
と
、
梁
啓
超
の
「
小
説
界
革
命
」
の
理
論
を
用
い
て
、
淫
ら

な
演
劇
や
旧
小
説
を
改
良
し
、
小
説
の
社
会
的
作
用
と
社
会
的
地
位
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
「
文
苑
」、「
白
話
」
と
い
う
二
つ
の

文
学
欄
を
設
け
、
前
者
に
は
格
律
詩
詞
を
、
後
者
に
は
白
話
の
寓
言
や
故
事
を
載
せ
た
。
翌
年
（
一
九
〇
七
年
）
初
め
、「
白
話
」

を
「
小
説
」
に
改
め
、
白
話
文
言
小
説
、
寓
言
、
古
今
中
外
の
歴
史
人
物
故
事
、
政
治
散
文
な
ど
を
掲
載
し
、
政
治
改
革
、
変
法

維
新
を
宣
伝
し
、
読
者
に
歓
迎
さ
れ
た
。

「
白
話
」
欄
を
「
小
説
」
欄
に
改
め
た
趣
旨
と
し
て
『
通
史
』
は
、「
古
今
の
英
雄
豪
傑
、
孝
子
忠
臣
、
ま
た
東
西
の
学
問
理
論
、
さ
ま

ざ
ま
な
書
物
、
お
よ
そ
人
の
心
や
世
の
道
理
に
関
す
る
も
の
を
選
び
、
保
守
的
気
風
を
取
り
払
い
、
社
会
に
貢
献
す
る
も
の
を
選
」
ん

だ
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
〇
七
年
五
月
十
五
日
『
盛
京
時
報
』
掲
載
の
論
説
「
論
小
説
急
宜
改
良
及
其
改
良
之
辦
法
」（
後
「
改

良
之
辦
法
」
）
に
見
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
五
月
四
日
の
同
紙
論
説
「
論
演
劇
急
宜
改
良
」
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
「
小
説
は
国
民
の
魂
で
あ

る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
た
こ
と
に
つ
き
、
小
説
は
そ
も
そ
も
逸
文
や
記
事
で
あ
る
の
に
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
重
ん
じ
ら
れ
る
の
か
、
と

い
う
読
者
の
質
問
に
答
え
、
著
者

）
25
（

は
、
中
国
の
従
来
の
小
説
、
例
え
ば
「
紅
楼
夢
」、「
彭
公
案
」、「
三
侠
五
義
」
な
ど
は
男
女
の
情
愛
と

か
盗
賊
の
武
勇
を
称
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
読
者
が
内
容
に
影
響
を
受
け
た
結
果
、
全
国
に
そ
う
し
た
気
風
が
蔓
延
し
て
し
ま



七

二
十
世
紀
初
頭
の
中
国
東
北
地
区
に
お
け
る
文
学
状
況
に
つ
い
て

う
。
一
体
に
中
国
語
の
文
法
は
難
し
く
、
経
書
の
類
は
理
解
す
る
の
が
難
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て
小
説
の
類
は
わ
か
り
や
す
い
か
ら
、
教

養
の
な
い
者
で
も
読
め
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
真
実
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。
更
に
そ
れ
を
記
憶
し
、
一
人
が
話
せ
ば
、
そ
れ
を
無
責
任
に
聞

く
者
は
百
人
に
な
り
、
そ
の
百
人
が
ま
た
こ
れ
を
話
せ
ば
そ
れ
を
無
責
任
に
聞
く
者
は
千
人
に
な
る
だ
ろ
う
。
女
子
ど
も
に
ま
で
行
き
渡

れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
真
実
で
あ
る
と
信
じ
込
む
に
違
い
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
小
説
は
国
民
の
魂
で
あ
る
と
い
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ

と
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。
だ
が
こ
れ
は
結
局
梁
啓
超
「
小
説
界
革
命
」
の
受
け
売
り
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
を
引
き
合
い
に
出
す
と
こ
ろ
は

梁
啓
超
「
訳
印
政
治
小
説
序
」
そ
の
ま
ま
だ
と
い
う

）
26
（

。
し
か
し
、
小
説
改
良
の
た
め
に
は
先
ず
旧
小
説
を
排
除
す
べ
き
だ
、
と
の
主
張
に

続
き
、
奉
天
に
「
白
話
報
館
」
を
設
立
し
、
そ
の
中
に
小
説
編
集
の
一
部
門
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
後
の

「
神
皋
雑
俎
」
へ
の
道
筋
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
こ
の
論
説
が

｢

神
皋
雑
俎｣

の
最
初
の
構
想
を
示
す
も
の
で
あ
る
な
ら
、

発
案
か
ら
実
現
ま
で
実
に
十
一
年
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

　『
通
史
』
は
一
九
〇
七
年
の
初
め
に
「
白
話
」
欄
を
「
小
説
」
欄
に
改
め
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
う
簡
単
で
は
な
く
、
そ
れ

に
よ
っ
て
新
小
説
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
創
刊
以
来
一
九
〇
八
年
末
ま
で
の
「
白
話
」
あ
る
い
は
「
小
説
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
文

章
は
次
の
通
り
で
あ
る

）
27
（

。
な
お
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
叙
述
の
便
の
た
め
便
宜
的
に
筆
者
が
付
し
た
も
の
、「
？
」
は
欠
号
が
あ
る
た
め
確

認
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

①
【
白
話
】
大
隈
伯
爵
演
説
中
国
創
憲
政
論
（
〇
六
・
一
〇
・
二
三
〜
三
〇
、
全
六
回
）

２
【
白
話
】
李
靴
子
（
一
〇
・
三
一
〜
一
一
・
二
、
全
三
回
）

③
【
白
話
】
演
説
俄
国
圧
制
家
之
結
果
並
歴
史
（
一
一
・
三
〜
六
、
全
二
回
）

４
【
白
話
】
張
超
（
一
一
・
一
一
〜
二
五
、
全
九
回
）

５
【
白
話
】
外
交
実
話
　
英
法
条
約
與
坤
角
（
一
一
・
二
八
〜
一
二
・
二
二
、
全
十
二
回
）

⑥
【
白
話
】
直
隷
農
務
総
会
演
説
（
一
二
・
一
二
）

⑦
【
白
話
】
署
大
名
鎮
言
観
察
源
勲
諭
続
傭
兵
白
話
（
一
二
・
一
五
）
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⑧
【
白
話
】
論
報
館
與
国
民
之
関
係
（
一
二
・
一
九

）
28
（

） 

９
【
白
話
】
郎
得
（
一
二
・
二
三
〜
二
五
、
全
二
回
）

10
【
白
話
】
丐
者
（
〇
七
・
一
・
五
）

⑪
【
白
話
】
物
理
動
静
浅
説
（
一
・
六
〜
八
、
全
二
回
）

12
【
白
話
】
神
游
（
一
・
一
三
〜
一
五
、
全
二
回
）

⑬
【
白
話
】
熊
岳
宣
講
所
頒
発
勧
学
説
（
一
・
二
四
）

⑭
【
白
話
】
地
方
自
治
之
利
益
（
二
・
二
〜
三
、
全
二
回
、「
節
録
王
叔
□
演
稿
」
）

⑮
【
白
話
】
奉
天
巡
警
総
局
戒
烟
白
話
告
示
（
二
・
七
〜
八
、
全
二
回
）

⑯
【
白
話
】
参
観
学
界
観
摩
会
記
略
（
二
・
九
、「
順
天
時
報
白
話
記
者
稿

）
29
（

」
） 

17
《
小
説
》
偵
探
奇
譚
（
四
・
？
〜
二
六
、
全
十
二
回
？

）
30
（

） 

18
《
小
説
》
探
険
英
雄
伝
（
四
・
二
七
〜
五
・
九
、
全
九
回
）

　
　
※
「
論
演
劇
急
宜
改
良
」（
五
・
四
）

19
《
小
説
》
哥
児
達
（
五
・
一
〇
）

20
《
小
説
》
徳
皇
赴
被
執
下
獄
（
五
・
一
一
〜
？
、
全
八
回
？
）

　
　
※
「
論
小
説
急
宜
改
良
及
其
改
良
之
辦
法
」（
五
・
一
五
）

21
《
小
説
》
不
倒
翁
（
五
・
二
二
）

22
《
小
説
》
俄
滅
波
蘭
記
（
五
・
二
六
〜
六
・
二
、
全
七
回
）

23
《
小
説
》
法
国
盛
衰
記
（
六
・
？
〜
八
・
一
五
、
全
五
十
六
回
）

㉔
【
白
話
】
説
衛
生
（
九
・
五
）

㉕
【
白
話
演
説
】
論
中
国
的
自
由
（
九
・
二
二
）
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る
文
学
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て

㉖
【
白
話
】
当
軍
人
的
不
応
分
賭
耍
（
九
・
二
四
、「
徐
立
三
稿
」
と
署
名
が
あ
る
）

27
【
白
話
】
冒
険
奇
談
（
一
〇
・
五
？

）
31
（

） 
28
《
小
説
》
砒
霜
計
（
一
〇
・
一
五
〜
一
九
？
、
全
三
回
？
）

29
《
小
説
》
四
書
新
演
義
・
訳
稿
・
最
近
西
洋
戒
譚
（
〇
八
・
二
・
九
）（
新
年
特
別
号
の
た
め
、
体
裁
が
通
常
と
は
異
な
る
）

30
《
小
説
》
愛
子
之
医
（
二
・
一
八
）

㉛
【
白
話
】
奉
天
全
省
僧
立
教
育
会
代
表
僧
覚
先
第
四
次
研
究
会
白
話
浅
説
（
五
・
二
七
）

32
《
小
説
》
夢
開
国
会
（
七
・
二
三
、「
岡
」
の
署
名
が
あ
る
）（
「
皇
上
萬
壽
聖
節
」
の
た
め
の
特
別
号
）

33
《
小
説
》
毒
洲
探
険
記
（
一
一
・
六
〜
？
、
全
？
回
）

34
《
小
説
》
摂
政
記
（
一
一
・
二
六
〜
二
七
、
全
二
回
）

確
か
に
一
九
〇
七
年
四
月
以
降
「
小
説
」
欄
が
登
場
し
て
は
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
白
話
」
欄
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

内
容
に
つ
い
て
見
る
と
、
囲
み
数
字
の
も
の
は
題
名
と
内
容
に
大
き
な
乖
離
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
論
説
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

た
だ
紙
面
を
分
け
て
「
論
説
」
あ
る
い
は
「
論
叢
」
欄
も
あ
り
、
確
か
に
「
白
話
」
欄
は
白
話
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
が
、

そ
れ
以
外
内
容
的
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
「
小
説
」
と
分
け
ら
れ
た
「
白
話
」
欄

に
つ
い
て
、
白
話
で
書
か
れ
た
議
論
、
論
説
、
ま
た
は
演
説
を
収
録
し
た
も
の
と
定
義
し
て
お
く
。

さ
て
、「
小
説
」
欄
が
登
場
す
る
ま
で
に
「
白
話
」
欄
の
中
に
右
記
の
定
義
か
ら
外
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
５
は
英
仏
の
外
交

的
取
引
を
物
語
仕
立
て
に
し
た
も
の
、
物
乞
い
が
ど
れ
ほ
ど
気
楽
で
割
が
い
い
か
を
述
べ
る
10
と
催
眠
術
に
つ
い
て
述
べ
る
12
は
エ
ッ
セ

イ
で
あ
る
。
残
る
２
、４
、９
が
何
れ
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
見
ら
れ
、
後
の
小
説
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

２
「
李
靴
子
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
あ
る
夜
、
寶
と
い
う
宰
相
の
家
に
靴
子
李
と
呼
ば
れ
る
怪
盗
が
忍
び
込
む
。
李
は
以
前
宰

相
の
妻
の
か
ん
ざ
し
を
枕
元
か
ら
密
か
に
奪
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
驚
く
宰
相
に
李
は
金
を
要
求
す
る
。
三
日
後
に
再
び
現
れ
る
と

予
告
し
た
李
の
先
回
り
を
し
、
宰
相
は
李
を
捉
え
る
が
、
李
は
、
奪
っ
た
金
は
貧
し
い
者
に
分
け
与
え
て
や
る
の
だ
と
う
そ
ぶ
き
、
縄
を
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抜
け
て
姿
を
消
す
、
鼠
小
僧
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
４
「
張
超
」
は
、
溺
愛
さ
れ
て
育
っ
た
金
持
の
一
人
息
子
が
靴
下
屋
の
女
性
に
一
目

惚
れ
を
し
、
そ
れ
を
知
っ
た
母
親
が
観
音
様
の
お
告
げ
と
偽
っ
て
縁
結
び
を
し
よ
う
と
す
る
。
実
は
そ
の
女
性
に
は
結
婚
歴
が
あ
り
、
再

婚
は
厭
だ
と
い
う
の
だ
が
強
引
に
押
し
切
ら
れ
、
結
局
輿
入
れ
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
結
婚
し
て
み
る
と
彼
女
は
な
か
な
か
に
気
丈

で
、
張
は
い
さ
さ
か
嫌
気
が
さ
し
、
結
局
女
性
を
殴
っ
て
死
な
せ
死
体
を
城
外
に
遺
棄
す
る
が
、
そ
の
後
死
ん
だ
は
ず
の
女
性
が
張
の
前

に
姿
を
現
し
、
張
は
狂
人
と
な
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
言
葉
こ
そ
白
話
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
旧
小
説
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
中
で

異
色
の
作
品
が
９
「
郎
得
」
で
あ
る
。
舞
台
は
イ
ギ
リ
ス
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
登
場
人
物
は
す
べ
て
外
国
人
で
あ
る
。
英
国
の
若
い
伯
爵

が
旅
行
先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
出
逢
っ
た
女
優
と
身
分
違
い
の
恋
愛
に
陥
る
。
女
優
と
結
婚
の
約
束
を
す
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
財

産
を
失
い
そ
う
に
な
っ
た
彼
は
一
計
を
案
じ
、
同
行
さ
せ
て
い
た
美
し
い
下
僕
に
財
産
の
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
彼
を
身

代
わ
り
と
し
て
女
優
と
結
婚
さ
せ
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
作
者
な
ど
の
情
報
は
一
切
な
い
。「
郎
得
」、「
美
無
士
」、「
美
决
児
」
と
い
う

登
場
人
物
の
名
前
設
定
に
は
不
自
然
さ
も
残
る
が
、
あ
る
い
は
早
期
の
翻
訳
小
説
で
あ
る
こ
と
も
疑
わ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も

「
白
話
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
に
は
「
白
話
」
と
い
う
共
通
点
は
あ
る
も
の
の
、『
盛
京
時
報
』
が
目
指
し
た
新
小
説
に
当
た
る
も
の
は

見
当
た
ら
な
い
。

さ
て
「
小
説
」
欄
を
設
け
た
17
以
降
を
見
る
と
、
確
か
に
「
小
説
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
前
述
の
「
白
話
」
の
定
義
（
白
話
で

書
か
れ
た
議
論
、
論
説
、
演
説
）
か
ら
外
れ
る
と
い
っ
て
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
は
な
い
。
し
か
し
な
お

｢

白
話｣

と

｢

小
説｣

の
境
界
に
は
不

明
確
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
「
白
話
」
欄
に
収
録
さ
れ
た
「
海
に
臨
む
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
舞
台
と
す
る
27
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は

国
王
の
避
暑
の
た
め
に
作
ら
れ
た
「
鎮
海
亭
」
と
称
す
る
美
し
い
建
物
が
あ
る
。
こ
の
建
物
の
下
は
海
で
、
渦
を
巻
い
て
お
り
、
こ
の

危
険
な
渦
に
近
づ
く
者
は
な
か
っ
た
。
あ
る
時
国
王
が
渦
の
下
の
世
界
を
知
り
た
い
と
思
い
、
身
に
つ
け
て
い
た
ダ
イ
ヤ
を
投
げ
入
れ
、

拾
っ
て
帰
っ
た
者
に
は
そ
れ
を
や
る
と
い
い
だ
す
。
皆
が
尻
込
み
す
る
中
で
一
人
の
若
者
が
進
み
出
、
渦
に
飛
び
込
み
、
み
ご
と
ダ
イ
ヤ

を
拾
っ
て
生
還
す
る
。
国
王
は
喜
び
、
も
う
一
度
潜
っ
て
戻
っ
た
ら
王
女
を
妻
に
や
る
と
い
う
。
若
者
は
躊
躇
し
た
が
天
女
の
よ
う
に
美

し
い
王
女
を
見
て
、
再
び
渦
に
飛
び
込
み
、
再
び
浮
か
び
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
明
ら
か
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
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あ
り
、「
小
説
」
欄
に
収
録
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
論
演
劇
急
宜
改
良
」
及
び
「
改
良
之
辦
法
」
は
「
小
説
」
欄
が
設
け
ら
れ
た
後
に
掲
載
さ
れ
、
小
説
に
対
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
掲
載
さ
れ
た
作
品
に
、
内
容
が
刷
新
さ
れ
た
と
い
う
印
象
が
な
い
。
張
騫
の
西
征
を
題
材
と
し
た
18
や

王
莽
の
生
涯
を
紹
介
す
る
34
、
外
国
の
歴
史
を
紹
介
す
る
22
、
23
な
ど
は
確
か
に
「
改
良
之
辦
法
」
が
い
う
よ
う
に
、「
古
今
の
英
雄
豪
傑
、

孝
子
忠
臣
、
ま
た
東
西
の
学
問
理
論
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
、
お
よ
そ
人
の
心
や
世
の
道
理
に
関
す
る
も
の
」
を
選
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
21
「
不
倒
翁
」
は
ど
う
か
。
玩
具
の
不
倒
翁
に
血
を
付
け
た
こ
と
で
、
不
倒
翁
が
本
人
の
身
代
わ
り
と
な
り
生
気
を
吸
い
取
っ
て
い

く
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
不
倒
翁
を
焼
き
、
よ
う
や
く
健
康
を
回
復
し
た
と
い
う
話
で
、「
改
良
之
辦
法
」
が
批
判
す
る
旧
小
説
の
類
と
全

く
変
わ
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
「
小
説
」
が
「
改
良
之
辦
法
」
の
直
後
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
む
し
ろ
皮
肉
で
す
ら
あ
る
。
即
ち
、「
白
話
」

と
「
小
説
」
を
分
け
、「
小
説
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
謳
っ
て
は
見
た
も
の
の
、
実
際
の
具
体
的
な
形
と
し
て
示
す
こ
と
が
、
こ
の
時
点
で

は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
「
白
話
」
及
び
「
小
説
」
の
中
に
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
外
国
を
舞
台
と
す
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
中
に
は
翻
訳
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
５
「
英
法
条
約
與
坤
角
」
の
舞
台
は
ド
イ
ツ
、「
郎
得
」

は
イ
ギ
リ
ス
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
17
「
偵
探
奇
談
」
は
モ
ス
ク
ワ
、
19
「
哥
児
達
」
も
ロ
シ
ア
を
舞
台
と
し
、
登
場
人
物
も
す
べ
て
外

国
人
で
あ
る
。
当
時
中
国
人
、
も
し
く
は
日
本
人
の
作
者
が
外
国
を
舞
台
と
し
、
全
登
場
人
物
を
外
国
人
に
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
各
作
品
に
作
者
の
名
も
、
翻
訳
者
の
名
も
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
断
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
『
通

史
』
が
東
北
で
最
初
に
発
表
さ
れ
た
翻
訳
小
説
を
19
「
哥
児
達
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
遡
る
可
能
性
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

四
、
お
わ
り
に

「
小
説
」
へ
の
道
は
平
坦
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
「
白
話
」「
小
説
」
を
問
わ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
掲
載
の
間
隔
か
ら
も
想
像
に
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難
く
な
い
。
例
え
ば
前
掲
の
16
か
ら
17
ま
で
、
少
な
く
と
も
三
十
九
号
分
（
お
よ
そ
一
ヶ
月
半
）
の
間
隔
が
あ
る

）
32
（

。
ま
た
23
と
24
の
間
は

お
よ
そ
半
月
、「
小
説
」
間
で
見
れ
ば
23
と
28
の
間
は
二
ヶ
月
で
あ
る
。
更
に
28
と
29
の
間
も
お
よ
そ
三
ヶ
月
半
、
30
、
31
の
間
が
三
ヶ

月
余
、
30
と
32
で
見
れ
ば
五
ヶ
月
余
、
32
か
ら
33
ま
で
も
三
ヶ
月
余
の
間
隔
が
あ
る
。
し
か
も
「
小
説
」
欄
の
設
置
か
ら
二
年
近
い
年
月

を
経
て
も
、「
改
良
之
辦
法
」
の
主
張
を
体
現
し
た
作
品
は
現
れ
て
い
な
い
。｢

小
説｣

に
よ
っ
て

｢

国
民
の
魂｣

を
導
こ
う
と
い
う
意
気

込
み
を
打
ち
出
し
た
も
の
の
、「
小
説
」
を
産
み
出
す
こ
と
に
対
し
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
や
逡
巡
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
掲

載
間
隔
は
示
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
時
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
白
話
」、「
小
説
」
に
共
通
し
て
ほ
と
ん
ど
作
者
の
署
名
が
な
い
。
こ
れ
は
旧
詩
を
掲
載
し
た
「
文
苑
」

欄
に
作
者
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
説
が
「
国
民
の
魂
」
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、

そ
こ
に
記
名
を
す
る
ほ
ど
の
価
値
が
置
か
れ
て
い
な
い
、
即
ち
未
だ
正
当
な
文
学
と
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
理
想
を
高
く
掲
げ
、「
小
説
」
欄
設
置
と
い
う
画
期
的
な
試
み
を
行
っ
た
も
の
の
、
結
局
は
文
学
に
お
い
て
、
依
然
旧
い
思
考
の
ま

ま
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
十
九
世
紀
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
既
に
ト
ル
ス
ト
イ
ら
が
現
れ
、
ま
た
日
本
に
お
い
て
は
坪
内
逍
遙
の
「
小

説
神
髄
」
が
生
ま
れ
（
一
八
八
五
年
）、
尾
崎
紅
葉
ら
が
活
躍
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
シ
ア
や
日
本
か
ら
の
「
移
民
」
が
支
え
た

文
学
活
動
は
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
問
題
提
起
に
留
ま
っ
て
い
る
。
即
ち
外
国
か
ら
の
「
移
民
」
は
当
該
地
域
に
新
た
に
新
聞
文
学
を
持

ち
込
み
、
新
小
説
と
い
う
新
し
い
概
念
を
持
ち
込
み
は
し
た
が
、
そ
の
実
践
は
な
お
旧
文
学
の
囲
い
の
中
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
た
中
国

人
作
家
た
ち
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は

｢

白
話｣

か
ら

｢

小
説｣

へ
の
転
換
期
と
い
う
、
極
め
て
短
い
時
期
し
か
扱
え
な
か
っ
た
。
今
後
更
に
時
代
を
下
っ
て
の
考

察
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
一
九
一
〇
年
以
降
は
『
遠
東
報
』
も
か
な
り
残
さ
れ
て
お
り
、
更
に
二
十
年
代
に
入
る
と
中
国
人
経
営
の
新
聞

も
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
今
後
そ
れ
ら
を
比
較
、
考
察
す
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
国
の
他
の
地
域
に
お
け
る

動
向
と
の
関
係
に
も
目
配
り
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
盛
京
時
報
』
の
成
立
に
関
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
東
亜
同
文
会
と
の
関

係
が
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
今
後
関
心
を
持
っ
て
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。
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東
北
地
区
に
お
け
る
文
学
状
況
に
つ
い
て

（
１
） 　『
満
洲
―
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
の
起
源･

植
民･

覇
権
』
二
〇
一
一
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
。

（
２
） 　
彭
放
主
編
、
二
〇
〇
二
年
、
北
方
文
芸
出
版
社
。
黒
龍
江
省
社
会
科
学
院
の
研
究
員
を
中
心
に
、
渤
海
国
時
代
か
ら
文
革
後
ま
で
の
黒
龍

江
省
に
お
け
る
文
学
活
動
を
総
括
す
る
。
全
四
冊
。

（
３
） 　『
満
洲
―
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
の
起
源･

植
民･

覇
権
』
一
二
二
頁
。｢

前
期
的
植
民
地｣

と
い
う
用
語
は
畑
中
幸
子
「
中
国
東
北
部
に
お
け
る

民
族
誌
的
複
合
」（
畑
中
幸
子
他
『
東
北
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
社
会
』
一
九
九
一
年
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
よ
り
の
引
用
。

（
４
） 　『
東
北
文
学
史
』（
馬
清
福
、
一
九
九
二
年
五
月
、
春
風
文
芸
出
版
社
）
は
清
代
の
流
刑
者
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。「
彼
ら
の

中
に
は
平
民
も
い
た
し
、
清
朝
の
官
吏
文
人
も
い
た
。
確
か
に
罪
を
犯
し
た
者
も
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
不
当
な
罪
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た

被
害
者
で
あ
っ
た
。
東
北
流
浪
者
の
詩
歌
は
、
主
に
無
実
の
罪
で
罰
せ
ら
れ
た
官
吏
文
人
の
作
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ

た
官
僚
文
人
は
、
ほ
と
ん
ど
が
順
治
、
康
煕
、
擁
正
三
代
の
時
代
の
人
で
、
流
さ
れ
た
原
因
は
非
常
に
複
雑
で
あ
っ
た
。『
罪
』
を
背
負
っ
て

東
北
と
い
う
辺
疆
に
追
い
や
ら
れ
、
冤
罪
で
放
逐
さ
れ
た
恨
み
、
故
郷
を
思
う
苦
悩
、
失
意
の
経
歴
、
不
幸
な
巡
り
合
わ
せ
な
ど
が
混
ざ
り

合
い
、
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
詩
歌
に
発
散
さ
せ
た
。
ま
た
一
部
の
人
々
は
東
北
に
来
て
、
東
北
の
地
方
官
僚
や
人
々
に
篤
く
迎

え
ら
れ
、
時
間
が
経
つ
う
ち
に
東
北
を
自
身
の
第
二
の
故
郷
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
東
北
の
風
景
を
描
写
し
、
東
北
の
人
々
を
歌

う
詩
を
書
い
た
」。
そ
し
て
具
体
的
な
創
作
者
と
し
て
、政
治
的
罪
に
よ
り
瀋
陽
に
流
さ
れ
た
李
呈
祥
（
一
六
一
七
〜
八
八
、山
東
沾
化
の
人
）、

陳
之
遴
（
一
六
〇
五
〜
六
六
、
浙
江
寧
海
の
人
）、
戴
梓
（
一
六
四
八
〜
一
七
二
五
、
出
身
地
不
明
）
ら
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。

（
５
） 　
東
清
鉄
道
哈
爾
濱
管
理
局
の
名
義
で
創
刊
さ
れ
た
。「
創
始
者
史
弼
臣
と
二
人
の
助
手
多
布
羅
洛
夫
斯
基
、
韋
廖
夫
金
（
原
文
不
明
）」
は

何
れ
も
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
東
洋
学
院
（
現
在
の
ロ
シ
ア
極
東
連
邦
総
合
大
学
）
の
卒
業
生
で
、
主
編
、
編
集
、
記
者
に
は
中
国
人
を
招
い
た

と
い
う
（『
通
史
』）。

（
６
） 　『
神
皋
雑
俎
』
は
一
九
一
八
年
四
月
二
日
（
第
三
四
一
八
号
）
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
年
の
十
二
月
三
十
日
（
第
三
三
四
九
号
）

以
降
四
月
二
日
ま
で
は
欠
号
で
あ
る
た
め
、
正
確
な
開
始
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
『
神
皋
雑
俎
』
の
発
行
人
は
中
国
人
穆
儒
丐
で
あ
る
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と
さ
れ
る
。

　
　
　『
中
国
倫
陷
区
文
学
研
究
』（
二
〇
〇
七
年
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
）
は
、
穆
儒
丐
（
？
〜
一
九
四
六
）
は
北
京
出
身
で
、『
盛
京
時
報
』
に

関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
一
九
年
で
あ
る
と
す
る
。

（
７
） 　
李
述
笑
『
哈
爾
濱
歴
史
編
年
』（
二
〇
一
三
年
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
）
に
よ
る
。
李
は
主
編
及
び
出
版
人
は
後
に
哈
爾
濱
に
お
け
る
社
会

革
命
党
の
指
導
者
の
一
人
と
な
っ
た
羅
文
斯
基
（
原
文
不
明
）
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
華
京
碩
の
調
査
に
よ
れ
ば
一
八
九
九
年
八
月
、
ロ
シ

ア
占
領
軍
に
よ
り
ロ
シ
ア
語
の
新
聞
『
新
辺
疆
報
』
が
創
刊
さ
れ
た
と
あ
る
（「
満
洲
に
お
け
る
日
本
人
経
営
漢
字
新
聞
に
対
す
る
日
本
の
外

務
省
の
関
与
に
つ
い
て
―
『
盛
京
時
報
』
と
外
務
省
と
の
関
係
を
中
心
に
」
：
二
〇
一
二
年
十
月
、
日
本
マ
ス･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学

会
発
表
レ
ジ
ュ
メ
）。
し
か
し
『
哈
爾
濱
歴
史
編
年
』
に
こ
の
記
述
は
な
い
。

（
８
） 　『
俄
僑
與
黒
龍
江
文
化
』（
栄
潔
、
二
〇
一
一
年
、
黒
龍
江
大
学
出
版
社
）
に
よ
る
。
主
編
は
中
東
鉄
路
局
商
務
所
所
長K

. Л
а
з
а
р
е
в

（
拉

扎
列
夫
：
Ｋ
．
ラ
ザ
レ
フ
）
で
あ
っ
た
。

（
９
） 　『
俄
僑
與
黒
龍
江
文
化
』
に
よ
れ
ば
、
哈
爾
濱
で
創
刊
さ
れ
た
最
初
の
ロ
シ
ア
語
の
文
芸
雑
誌
は
『Д

а
л
ь

（
遠
方
）』
半
月
刊
（
一
九
二
〇

年
）
で
、
創
刊
し
た
の
はА
. Т
а
р
а
н
о
в
с
к
а
я
＝
О
р
э

（
達
拉
諾
夫
斯
卡
婭
・
奥
莱
：
Ａ
．
タ
ラ
ノ
フ
ス
カ
ヤ
＝
オ
レ
）
筆
名
、

А
н
н
а
 Д
а
л
ь
н
я
я

（
安
娜
・
達
麗
尼
婭
：
ア
ン
ナ
・
ダ
ー
リ
ニ
ャ
ヤ
）
で
あ
る
。
な
お
、『
哈
爾
濱
歴
史
編
年
』
の
一
九
二
〇
年
の
記
述

の
中
に
こ
の
雑
誌
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
10
） 　
二
〇
〇
〇
年
、
凱
風
社
。

（
11
） 　『
満
洲
に
お
け
る
日
本
人
経
営
新
聞
の
歴
史
』。

（
12
）  

一
九
四
四
年
、
恐
ら
く
私
費
出
版
で
あ
る
。
緒
方
竹
虎
の
序
文
に
よ
れ
ば
、「
本
小
伝
は
（
中
島
）
翁
が
生
前
閑
に
乗
じ
加
藤
進
君
に
口
授

筆
記
せ
し
め
た
も
の
」
で
あ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

（
13
） 　『
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
』（
一
九
八
二
年
、
滬
友
会
）
は
清
朝
末
期
の
中
国
に
お
け
る
日
本
人
の
言
論
活
動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
宗
方
小
太
郎
が
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
漢
口
で
『
漢
報
』
を
発
行
し
た
の
が
、
最
初
の
日
本
人
経
営
の
漢
字
新
聞
で
あ
る
。
宗
方
の



一
五

二
十
世
紀
初
頭
の
中
国
東
北
地
区
に
お
け
る
文
学
状
況
に
つ
い
て

進
言
に
よ
り
、
明
治
三
十
年
に
は
福
州
で
『
閩
報
』
が
発
行
さ
れ
同
三
十
一
年
に
は
上
海
で
白
岩
龍
平
ら
の
発
起
で
月
刊
雑
誌
『
亜
東
時
報
』

が
発
刊
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
三
十
三
年
同
文
会
が
『
同
文
滬
報
』
を
発
行
す
る
に
至
っ
て
、
併
合
さ
れ
て
い
る
」。

（
14
） 　『
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
中
国
人
経
営
の
新
聞
が
袁
世
凱
の
も
く
ろ
む
帝
制
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
の
に
対
し
、『
順

天
時
報
』
だ
け
が
帝
政
反
対
の
記
事
を
載
せ
て
中
国
人
読
者
か
ら
歓
迎
さ
れ
、
発
行
部
数
が
急
増
し
た
と
い
う
。
し
か
し
実
際
に
は
経
営
は

苦
し
か
っ
た
よ
う
で
、『
不
退
庵
の
一
生
』
に
よ
れ
ば
、
外
務
省
に
は
一
万
円
で
売
却
し
た
が
、
う
ち
二
、三
千
円
を
『
順
天
時
報
』
の
赤
字

補
填
に
当
て
た
と
い
う
。

（
15
） 　『
不
退
庵
の
一
生
』。

（
16
） 　『
不
退
庵
の
一
生
』。

（
17
） 　「
盛
京
時
報
の
発
刊
に
就
い
て
は
営
口
に
在
り
て
満
洲
日
報
を
経
営
し
つ
つ
待
機
中
、
準
備
を
怠
ら
無
か
っ
た
の
で
あ
る
」（『
不
退
庵
の
一

生
』）。

（
18
） 　『
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
』
に
よ
る
。
東
亜
同
文
会
は
一
八
九
八
年
十
一
月
、『
日
本
新
聞
』
社
長
陸
羯
南
、『
日
本
人
』（
後
『
日
本
及
日

本
人
』）
を
創
刊
し
た
三
宅
雪
嶺
等
明
治
初
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
擁
し
た
東
亜
会
（
一
八
九
七
年
春
成
立
）
と
、近
衛
篤
麿
を
中
心
と
し
、

『
東
京
日
々
新
聞
』
を
創
刊
し
そ
の
主
筆
で
あ
っ
た
岸
田
吟
香
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
同
文
会
（
一
八
九
八
年
六
月
成
立
）
が
合
併
し
た
も
の
で
、

そ
の
綱
領
に
は
「
支
那
を
保
全
す
、
支
那
及
び
朝
鮮
の
改
善
を
助
成
す
、
支
那
及
び
朝
鮮
の
時
事
を
討
究
し
実
行
を
期
す
、
国
論
を
喚
起
す
」

と
あ
る
。

（
19
） 　
二
〇
〇
一
年
、
慶
応
大
学
出
版
会
。

（
20
） 　
翟
新
は
、
東
亜
同
文
会
の
世
論
形
成
活
動
に
関
し
て
、
中
国
で
は
『
漢
報
』、『
同
文
滬
報
』
な
ど
の
中
国
語
新
聞
を
通
じ
て
そ
れ
を
行
っ

て
い
た
と
指
摘
し
、
東
亜
同
文
会
の
発
行
し
た
も
の
は
「
義
和
団
事
件
前
後
の
時
点
で
日
本
人
が
中
国
で
発
行
し
て
い
た
新
聞
雑
誌
の
半
分

以
上
を
占
め
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
東
亜
同
文
会
の
経
営
す
る
東
亜
同
文
書
院
の
第
一
期
か
ら
第
三
三
期
（
一
九
〇
四
〜
三
七
年
）
の
卒
業

生
二
千
六
百
八
十
四
名
の
う
ち
、
八
百
八
十
四
名
が
満
洲
に
職
を
得
、
う
ち
二
十
四
名
が
「
新
聞
及
び
通
信
」
の
職
に
就
い
た
と
し
て
い
る
。
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し
か
し
東
北
地
区
に
お
け
る
東
亜
同
文
会
の
活
動
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、『
盛
京
時
報
』
に
関
し
て
も
言
及
し
て
い
な
い
。

（
21
） 　『
不
退
庵
の
一
生
』
に
よ
る
。
な
お
東
亜
同
文
書
院
五
回
生
で
、「
傲
霜
庵
」
の
筆
名
で
『
盛
京
時
報
』
の
主
筆
を
務
め
た
菊
池
貞
二
は
次

の
よ
う
に
い
う
。「
奉
天
大
会
戦
で
、
一
敗
地
に
塗
み
れ
た
露
軍
が
潰
え
去
っ
た
後
、
わ
が
軍
が
奉
天
の
露
軍
倉
庫
を
点
検
し
た
と
こ
ろ
、
そ

こ
か
ら
一
枚
の
金
看
板
が
出
て
来
た
。
そ
れ
に
は
『
盛
京
報
館
』
の
四
大
字
が
刻
ま
れ
て
あ
っ
た
。
按
ず
る
に
、
露
国
が
団
匪
事
変
の
ど
さ

く
さ
に
乗
じ
て
、
全
満
洲
を
侵
略
、
英
米
其
他
の
抗
議
を
完
全
に
無
視
し
て
、
不
当
占
領
を
継
続
し
な
が
ら
、
着
々
経
営
の
歩
武
を
進
め
て

い
た
。
無
論
言
論
機
関
な
ど
も
重
視
し
て
、
旅
順
に
は
已
に
露
文
『
遠
東
報
』
を
発
行
し
、
次
い
で
奉
天
に
『
盛
京
報
』
を
、
哈
爾
濱
に
漢

字
紙
『
遠
東
報
』
発
行
の
予
定
だ
っ
た
ら
し
い
。
中
島
翁
が
奉
天
小
西
関
に
、
わ
が
『
盛
京
時
報
』
を
創
刊
す
る
に
当
り
て
、
こ
れ
幸
と
ば

か
り
紙
名
と
は
多
少
異
な
る
が
、右
金
看
板
を
堂
々
と
門
柱
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
支
那
人
間
で
は
、シ
ョ
ン
チ
ン
パ
オ
コ
ワ
ン（
盛

京
報
館
）
で
通
っ
た
も
の
で
あ
る
」（『
秋
風
三
千
里
』
一
九
六
六
年
、
南
北
社
）。

（
22
） 　
東
亜
同
文
書
院
第
一
期
卒
業
生
。『
東
亜
同
文
会
と
中
国
』
に
よ
れ
ば
、
卒
業
と
同
時
に
『
順
天
時
報
』
に
入
社
し
て
主
筆
と
な
っ
た
と
い

う
。
外
務
省
嘱
託
を
兼
ね
、
一
九
一
一
年
大
阪
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
て
い
る
。
衆
議
院
議
員
も
務
め
、
東
亜
同
文
会
が
戦
後
解
散
す
る
時

に
は
常
務
理
事
で
あ
っ
た
。

（
23
） 　
二
年
後
の
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
一
月
七
日
の
報
告
で
は
『
盛
京
時
報
』
の
「
持
主
」
は
中
島
真
雄
（
主
ナ
ル
出
資
者
）、「
主
筆
」

は
一
宮
房
次
郎
（
東
京
遊
学
中
）、「
備
考
」
に
「
外
務
省
ヨ
リ
一
ヶ
年
四
千
五
百
円
ヲ
補
助
ス
」
と
あ
り
、
ま
た
「
外
ニ
記
者
日
本
人
四
名

清
国
人
三
名
」
と
あ
る
。
ま
た
翌
年
一
月
九
日
の
報
告
で
は
、「
持
主
」
中
島
真
雄
は
変
わ
り
な
い
が
、「
主
筆
」
が
中
西
正
樹
、
外
務
省
の

補
助
金
は
「
一
ヶ
年
三
千
六
百
円
」
に
更
に
減
額
さ
れ
、
記
者
は
日
本
人
二
名
、
清
国
人
二
名
で
あ
る
。

（
24
） 　
中
国
同
盟
会
の
メ
ン
バ
ー
で
、
彼
を
主
筆
と
し
て
招
い
た
の
に
は
、
北
京
時
代
の
中
島
と
親
し
い
仲
に
あ
っ
た
陶
大
均
（
下
関
条
約
に
際

し
て
李
鴻
章
の
通
訳
を
務
め
た
）
の
力
添
え
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
不
退
庵
の
一
生
』
に
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
宰マ

マ

に

当
時
奉
天
交
渉
局
総
辨
は
陶
大
均
氏
で
あ
り
、
陶
氏
と
は
私
が
北
京
の
順
天
時
報
を
経
営
し
て
居
た
頃
よ
り
極
く
親
し
く
し
て
居
た
の
と
、

氏
の
赴
任
前
、
私
は
北
京
に
て
外
務
部
尚
書
邦
桐
氏
に
新
聞
発
行
の
事
を
話
し
た
の
で
、
邦
桐
氏
か
ら
も
私
の
事
に
付
き
陶
氏
に
懇
切
の
注



一
七

二
十
世
紀
初
頭
の
中
国
東
北
地
区
に
お
け
る
文
学
状
況
に
つ
い
て

意
が
あ
っ
た
由
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
今
回
私
の
新
聞
発
行
に
付
て
は
、
官
辺
の
交
渉
よ
り
漢
文
記
者
の
傭
聘
に
至
る
ま
で
、
其
の
労
を
愛
ま

ず
心
配
し
呉
れ
た
の
は
同
報
の
成
立
上
多
大
の
便
宜
で
あ
っ
た
」。

（
25
） 　
著
者
の
署
名
は
な
い
が
、
前
述
の
徐
鏡
心
か
、
そ
れ
と
も
『
順
天
時
報
』
に
続
き
、『
盛
京
時
報
』
で
も
創
刊
時
よ
り
社
説
を
担
当
し
、
中

国
語
で
遠
慮
会
釈
な
い
論
陣
を
張
っ
た
と
い
う
菊
池
貞
二
か
。
菊
池
は『
順
天
時
報
』で
袁
世
凱
を
激
し
く
批
判
し
た
の
と
同
様
、『
盛
京
時
報
』

で
も
張
作
霖
の
政
策
を
忌
憚
な
く
批
判
し
た
と
い
う
が
（『
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
』）、
自
身
は
「
盛
京
時
報
の
持
つ
性
格
的
立
場
か
ら
、
張

作
霖
の
施
政
に
は
小
酷
く
反
対
も
し
、
攻
撃
も
し
た
が
、
余
個
人
と
し
て
は
彼
の
人
物
や
政
治
的
手
腕
を
、
相
当
高
く
評
価
し
て
い
た
」（『
秋

風
三
千
里
』）
と
回
想
し
て
い
る
。

（
26
） 　
寇
振
鋒
「
清
末
政
治
小
説
理
論
に
お
け
る
明
治
小
説
理
論
の
受
容
」（『
言
語
文
化
論
集
』
第
三
十
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
十
月
、
名
古

屋
大
学
言
語
文
化
部･

国
際
言
語
文
化
研
究
科
）
に
よ
る
。

（
27
） 　
一
九
〇
八
年
末
を
一
区
切
り
と
し
た
の
は
、
翌
年
一
月
以
降
の
一
時
期
（
〜
三
月
）、
初
め
て
「
白
話
」
と
「
小
説
」
の
同
時
掲
載
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、「
白
話
」
と
「
小
説
」
の
間
に
一
応
の
線
引
き
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
ひ
と
ま
ず
仮
定
し
た
た
め
で
あ
る
。
が
そ
れ
以

降
「
白
話
」
は
掲
載
さ
れ
る
が
、「
小
説
」
は
同
年
八
月
二
十
五
日
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。

（
28
） 　 

題
名
の
後
に
ひ
い
き
目
を
意
味
す
る
「
敝
帚
千
金
」
と
あ
る
。
署
名
に
見
え
な
く
も
な
い
。

（
29
） 　『
順
天
時
報
』
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
島
真
雄
が
『
盛
京
時
報
』
創
刊
に
先
立
ち
、
北
京
で
創
刊
し
た
新
聞
で
あ
る
。

（
30
） 　
こ
の
号
よ
り
「
附
張
」
が
設
け
ら
れ
、「
小
説
」、｢

白
話｣
、｢

文
苑｣

は
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
。「
附
張
」
は
第
一
三
二
号
（
四
・
四
）
に
は

な
い
の
で
、
恐
ら
く
現
在
欠
号
の
、「
偵
探
奇
譚
」
の
第
一
回
が
掲
載
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
第
一
三
三
号
か
一
三
四
号
か
ら
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
後
の
「
神
皋
雑
俎
」
の
初
期
の
形
と
い
え
よ
う
。「
附
張
」
に
は
そ
の
ほ
か
、「
各
省
新
聞
」、「
奏
摺
（
奏
上
文
）
録
要
」、「
東
西
叢
談
」、

「
雑
報
」、「
記
事
」、「
専
件
」、「
市
井
雑
俎
」
な
ど
の
項
目
が
あ
る
。「
神
皋
雑
俎
」
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
注
（
６
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
神
皋
雑
俎
」
が
最
も
早
く
登
場
す
る
四
月
二
日
号
を
見
る
と
、「
小
説
」、「
筆
記
」、「
品
花
（
妓
女
に
関
す
る
記
事
）」、「
笑
林
」、「
別
録
」、

「
雑
報
」、「
来
件
」
の
項
目
が
あ
り
、「
附
張
」
と
構
成
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。



一
八

お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
　
第
三
十
四
号

（
31
） 　
こ
の
号
に
は
「
附
張
」
が
な
い
。

（
32
） 　
16
は
第
九
二
号
掲
載
で
あ
る
が
、第
九
三
号
は
欠
号
で
あ
る
。ま
た
第
一
三
三
号
、第
一
三
四
号
は
欠
号
で
あ
る
が
、第
一
三
五
号
掲
載
の「
偵

探
奇
談
」
が
連
載
の
四
回
目
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
現
時
点
で
は
第
九
三
号
か
ら
第
一
三
二
号
ま
で
の
三
十
九
号
分
の
間
隔
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。


